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〜新システムをご利用いただくために、メールアドレスの登録をお願いします〜

登録方法

登録後のご案内

＜注意事項＞

・上記の登録申請期間を過ぎた場合、別途お手続きが必要となる場合があります。
・大和市を騙ったフィッシング詐欺にご注意ください。
・やまと芸術文化ホール、保健福祉センターホール、下鶴間ふるさと館で空き照
会のみをご利用されている方はメールアドレスの登録は不要となります。

これまで多くの方にご利用いただいてきましたが、このたび、更に
便利にご利用いただけるように、新しいシステムに移行します。
つきましては、現行の公共施設予約システムで予約機能をご
利用中の方に、新システムでのご利用開始に向けて必要となる
メールアドレス等の利用者情報の登録をお願いしております。

公共施設予約システムが
新システムへ移行します！
公共施設予約システムが
新システムへ移行します！
公共施設予約システムが
新システムへ移行します！

システム移行日以降に届くメールからパスワードを設定
のうえ、初回ログインを実施してください。
システム移行後は現行システムへのアクセスができなく
なり、現在の利用者ID・パスワードも利用できなくなり
ますので、ご注意ください。

以下の二次元コードから「電子申請システム」へアクセス
し、必要事項をご入力ください。
（登録にはおよそ3〜5分ほどかかります。）

【登録申請期限（重要）】

令和８年７月３１日まで
登録申請フォーム ▷

【問】大和市役所 デジタル戦略課 （260）5363

新システムに関する最新情報 ▷

大和市イベント
キャラクター ヤマトン

ハートン

システム移行予定日
令和８年８月１４日



登録申請手順について
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• おもて面の二次元コードをカメラで読み取り、電子申請システムの「利用者
ログイン」画面を表示してください。
※ e-kanagawa電子申請のサイトに接続します。

• 案内に沿って、「手続き申込」画面にお進みください。

• 手続き名は、「新公共施設予約システムの利用者情報の登録申請」です。

• 申請フォームより次の項目を入力してください。

• 「確認へ進む」を押下し、申請完了してください。
※複数の利用者IDをお持ちの場合は利用者ID毎の申請が必要になります。03

利用者IDがわかる書類をお持ちの方へ

「利用者ID」が記載された書類の画像を添付してください。
＜利用者IDが記載された書類の例＞
• 利用者登録カード
• 利用承認通知書
• 利用者登録決定通知書
※これらの書類をお持ちでない方は、次の「利用者IDが記載された書類を
持っていない場合の手順」の方法で、利用者名が表示された画面のスク
リーンショットを送ってください。

利用者IDが記載された書類を持っていない場合の手順

1. 現行の「大和市施設予約システム」のポータル
画面を開き、施設に対応する施設（スポーツ施
設等）を選択してください。

2. スマートフォンでご利用の方は、右のような画
面が表示されますので、「キャンセル」を押して
ください。
※スマートフォンの画面では、ここでいったん

キャンセルしないと、利用者名が表示され
ません。

     ※パソコンで申請する場合は、この手順2は
不要です。

3. ログイン画面へ遷移し、利用者ID、パスワード
をご入力してログインを行ってください。

4. ログインに成功すると、利用者名が表示される
画面が出ます。その画面をスクリーンショット
（右の画面参照）し、申請時に添付してください。

□利用者氏名(団体の場合は代表者氏名)
□電話番号(団体の場合は登録申請される方の電話番号)
□メールアドレス(新システムからの通知を受け取るためのメールアドレス)
□登録区分（個人or団体）
□登録施設（申請いただく利用者IDで予約できる施設）
□(団体のみ)団体名
□(団体のみ)登録申請者の氏名
□利用者ID(現行公共施設予約システムのログイン時に使用しているID)
□利用者IDがわかる書類の画像ファイル(写真)を添付↓


	スライド 1
	スライド 2

